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(57)【要約】
　プローブチップの寸法増大を伴わずに複合周波数に対
応可能な、単一の準連続モードプローブを用いた血流の
計測方法を提供する。プローブチップに複数の要素を設
置する。各要素は、異なる共振周波数を有しており、長
パルス信号によって超音波を発信するとともに、超音波
エネルギーを連続モードで受信する。使用者がセレクタ
を手動で操作することにより、起動する要素が選択され
る。出力は、多様な態様によることが可能である。例え
ば、出力を印刷し、表示し、メモリーに記憶し及び／又
はスピーカ若しくはヘッドホンによって再生する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の送信回路に接続されて、第１の中心周波数及び第１のパルス反復周波数を有する
第１の信号を入力し及びこの入力した第１の信号に応答して対象に向けてエネルギーを発
信する第１の要素であって、前記対象から第１の反射信号を受信する第１の要素と、
　第２の送信回路に接続されて、前記第１の中心周波数とは異なる第２の中心周波数及び
第２のパルス反復周波数を有する第２の信号を入力し及びこの入力した第２の信号に応答
して前記対象に向けてエネルギーを発信する第２の要素であって、前記対象から第２の反
射信号を受信する第２の要素と、
　を含んで構成され、
　出力部に接続される要素を手動セレクタが選択し、前記手動セレクタが前記要素及び出
力部に接続される超音波診断プローブ。
【請求項２】
　前記第１の中心周波数が約２ＭＨｚから約１０ＭＨｚまでの範囲にある請求項１に記載
の超音波診断プローブ。
【請求項３】
　前記第１の中心周波数が約２ＭＨｚであり、前記第２の中心周波数が約３ＭＨｚである
請求項１に記載の超音波診断プローブ。
【請求項４】
　前記第２のパルス反復周波数が約５ｋＨｚから約６ｋＨｚまでの範囲にある請求項３に
記載の超音波診断プローブ。
【請求項５】
　前記第１のパルス反復周波数が約５．３ｋＨｚである請求項４に記載の超音波診断プロ
ーブ。
【請求項６】
　前記第１の中心周波数が約５ＭＨｚであり、第２の中心周波数が約８ＭＨｚである請求
項１に記載の超音波診断プローブ。
【請求項７】
　前記第２のパルス反復周波数が約６２ｋＨｚから約６３ｋＨｚまでの範囲にある請求項
６に記載の超音波診断プローブ。
【請求項８】
　前記第１のパルス反復周波数が約６２．５ｋＨｚである請求項７に記載の超音波診断プ
ローブ。
【請求項９】
　前記第１の要素及び前記第２の要素が圧電水晶である請求項１に記載の超音波診断プロ
ーブ。
【請求項１０】
　前記圧電水晶の形状が半円及び矩形の形状群から選択された請求項９に記載の超音波診
断プローブ。
【請求項１１】
　先端部を更に有する請求項９に記載の超音波診断プローブであって、
　前記第１の要素及び前記第２の要素が前記先端部内に、互いに隣り合わせて配設された
超音波診断プローブ。
【請求項１２】
　前記第１の要素及び前記第２の要素がバッキングを持たずに配設された請求項１１に記
載の超音波診断プローブ。
【請求項１３】
　対象の性状を判定する方法であって、
　複数の要素に接続した超音波診断プローブの手動セレクタから、前記複数の要素中の１
つの要素を指定する周波数選択子を入力するステップと、
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　パルス状の信号を生成するステップと、
　前記生成したパルス信号に応答して前記指定した要素から前記対象に向けてエネルギー
を発信するステップと、
　前記指定した要素において、前記対象から反射信号を受信するステップと、
　前記受信した信号を処理して前記対象の性状を判定するステップと、
　前記対象の性状を出力するステップと、
　を含んで構成される方法。
【請求項１４】
　前記対象が血管であり、この血管の性状が血流の速度である請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記反射信号の受信が連続的である請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　第１の中心周波数及び第１のパルス反復周波数を有する第１の信号を生成する第１の送
信回路と、
　前記第１の中心周波数とは異なる第２の中心周波数及び第２のパルス反復周波数を有す
る第２の信号を生成する第２の送信回路と、
　第１の要素及び第２の要素を有するプローブであって、前記第１の要素は、前記第１の
送信回路に接続して前記生成された第１の信号を入力し及びこの入力した第１の信号に応
答して対象に向けてエネルギーを発信する一方、前記対象から第１の反射信号を受信し、
前記第２の要素は、前記第２の送信回路に接続して前記生成された第２の信号を入力し及
びこの入力した第２の信号に応答して前記対象に向けてエネルギーを発信する一方、前記
対象から第２の反射信号を受信するプローブと、
　前記第１の要素に接続してこの第１の要素から前記第１の反射信号を受信し、前記第２
の要素に接続してこの第２の要素から前記第２の反射信号を受信する受信回路と、
　前記受信回路に接続された手動セレクタと、
　前記手動セレクタに接続された出力部と、
　を含んで構成され、
　前記出力部に接続される要素が前記手動セレクタによって選択される超音波診断システ
ム。
【請求項１７】
　前記出力部がディスプレイ、プリンタ、スピーカ、音響ヘッドホン及びメモリーからな
るグループから選択された請求項１６に記載の超音波診断システム。
【請求項１８】
　前記第１の送信回路は、前記手動セレクタによって前記第１の受信回路が選択された場
合にのみ、前記第１の信号を生成する請求項１６に記載の超音波診断システム。
【請求項１９】
　前記第１の受信回路は、前記手動セレクタによって前記第１の受信回路が選択された場
合にのみ、前記第１の反射信号を受信する請求項１６に記載の超音波診断システム。
【請求項２０】
　前記第１の送信回路による前記第１の信号の生成と、前記第２の送信回路による前記第
２の信号の生成とが略同時である請求項１６に記載の超音波診断システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の対象は、概して超音波診断プローブに関する。より詳細には、本開示は、複数
の周波数で作動可能な、医療用のドップラー超音波診断プローブに関する。
【背景技術】
【０００２】
　血液の流れを計測するため、ハンドヘルド（把持）型のプローブが一般的に用いられ、
対象とする血管に向け、ビーム形態の超音波エネルギーが体内組織を介して送信される。



(4) JP 2009-535156 A 2009.10.1

10

20

30

40

50

この血管を通じて流れる血球により、超音波エネルギーが方々に散乱する。発信された超
音波エネルギーの一部がプローブに向けて反射し、反射エネルギーが受信及び処理される
。よく知られたドップラー現象によれば、受信される信号の周波数は、血球の速度（値の
大きさ及び方向）に応じて発信源での信号のそれとは異なってくる。プローブに向かう動
きは、反射波の波長を短縮させるため、周波数に増大を生じさせる。プローブから離れる
動きは、反射波の波長を延長させる結果、周波数を減少させる。このような発信及び受信
側での周波数の違いは、ドップラーシフトとして知られるところである。従って、超音波
を発信し及び受信信号の周波数シフトを検出するという非侵食式の方法において、血管内
の血流の速度及び方向を測定することが可能である。同様に、超音波発信の使用によって
胎児等の心拍を測定することもできる。
【０００３】
　連続波（ＣＷ）型のドップラー超音波診断プローブでは、プローブ先端部（プローブチ
ップ）内に収められた圧電水晶又は素子が、循環している赤血球によって反射される超音
波ビームを連続的に発信させる。このチップ内の個別の水晶が、反射した音波を連続的に
受信する。送信及び受信側の水晶は、しばしばその中間部で２つの半円形状の要素に切断
される円形要素から構成される。この２つの半円形体は、プローブチップ内に並べて配置
され、患者におけるビームパターンの交点を形成するように互いに対して僅かな角度をも
たせて固定される。これに変わる構成には、並べて配置された２つの四角形水晶や、環状
のリング要素によって包囲された中央ディスクを使用したものがある。
　受信信号について処理が実行され、ドップラーシフト周波数が抽出される。設計の簡素
さ、使用の容易さ及び少ない電力消費のため、ＣＷドップラーは、低電源電力の用途に選
択される典型とされている。これに加え、ＣＷドップラーは、当業者に知られるように水
晶のダンピングが要求されないことから、その感度が一般的に高い。
【０００４】
　ドップラー超音波診断プローブの実用作動周波数域は、一般的には、２～１０メガヘル
ツ（ＭＨｚ）である。体内組織に対する要求貫通深度により、周波数の関数としてよく知
られる減衰効果に基づく作動周波数が決定される。プローブ周波数が低いほど、より深い
体内組織への貫通作用が得られる。従って、医療分野において、約２ＭＨｚから約３ＭＨ
ｚまでの周波数を有するプローブは、体内組織をより深くまで貫通することから、内部深
くの血流、胎児の血流又は頭蓋内の血流を検出するのに使用することができる。約４～約
５ＭＨｚの周波数を有するプローブは、例えば、首、腕又は脚の血管における血流を検出
するのに使用することができる。約８～約１０Ｍｈｚの周波数を有するプローブは、皮膚
に近い血管における血流の検出や、術中用途での血流の検出に使用することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　送信側の圧電水晶は、電気的に励起されて、例えば、２，３，４，５又は８ＭＨｚ等の
特定周波数の超音波信号を生成する。水晶は、特定の共振周波数を決定する幾何学上及び
材料上の特徴を有している。一般的には、狭いバンド幅及び高いＱ値を有する非抑制の（
ｕｎｄａｍｐｅｄ）ＣＷ水晶が使用される。非抑制の水晶をその共振周波数で作動させる
ことにより、超音波送信器の効率が最も高くなり、要求される電源のエネルギーは、最も
低くてすむ。これとは反対に、受信側の非抑制水晶は、共振周波数又はその近傍の圧力に
よって変形された場合に、電圧を発生するのに最も有効となる。受信水晶の効率が高いこ
とは、より低い超音波エネルギーが組織内へ伝わるのを許容することによる超音波曝露の
危険性を低減させる。使用中に作動周波数を変更するには、例えば、２から３ＭＨｚへ又
は５から８ＭＨｚへ変更するには、ＣＷ型の超音波診断プローブを所望の周波数に適合設
計されたプローブに置き換えるのが一般的である。或いは、ダンピング又はバッキング処
理を施した水晶を用いたプローブを設計することで、バンド幅の拡大による効率の低下を
伴うものの、広いバンド幅での動作及び複合的な周波数が提供される。プローブに付加的
な水晶を設けることも可能である。例えば、２つの５ＫＨｚ水晶と、２つの８ＭＨｚ水晶
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とをプローブチップ内に収めることができる。しかし、その結果であるプローブチップの
寸法増大のため、使用者による操作の円滑さが損なわれるおそれがある。従って、使用者
は、複数のプローブを持ち運び、手に持ち替えて、低い感度及び高い送信出力のプローブ
の使用か、又は複数の水晶を備えることによって複合的な周波数での血流計測を可能とす
る、かさばったプローブの使用かに応じなければならない。よって、感度の低下又はドッ
プラー信号の損失を伴わずに、単一のプローブにおいて、最も望ましい信号の取得に備え
て選択可能な複数の周波数を提供するシステムが必要となる。更に必要とされるのは、プ
ローブチップの寸法増大がなく又はこれを殆ど伴わずに、複数の周波数を提供するシステ
ムである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の例示的形態は、単一周波数のＣＷ型プローブを超えるプローブチップ寸法の増
大を伴わない、血流計測のための複数の周波数で動作可能な単一のドップラー超音波診断
プローブを提供する。異なる共振周波数を有する複合要素がプローブチップに設けられる
。一例としての実施形態では、各要素を圧電水晶とする。各要素は、パルス信号を用いて
超音波を送信し、超音波を受信することが連続的に可能である。使用者は、スイッチを手
動によって操作することで、用途に応じた最適なプローブ周波数を選択することができる
。ドップラーシフト出力は、使用者に対し、様々な形式で提示することできる。例えば、
出力を印刷し、表示し、メモリーに記憶し、及び／又はスピーカ若しくはヘッドホンを通
じて再生する。手動セレクタは、複数の要素に対して機能的に接続可能である。
【０００７】
　血管を流れる血流の速度又は心拍数を検出する方法が提供される。使用者は、セレクタ
を使用して、計測出力を提供する要素を手動によって選択する。この方法には、それに限
られるものではないが、複数の要素中の要素を指定する周波数選択子を手動セレクタから
受信すること、パルス状の送信信号を生成すること、この生成されたパルス信号に応答し
て、指定された要素から対象に向けてエネルギーを発信すること、指定された要素におい
て、対象からの反射信号を受信すること、受信信号を処理して、対象の性状を判定するこ
と、及び対象の性状を出力することが含まれる。例えば、対象は、血管であり、その性状
は、血流の速度又は心拍数である。
【０００８】
　本発明に係る他の実施形態の例には、上記の方法による動作を実現可能であり、かつ複
数の要素を備える超音波診断プローブが含まれる。更に別の例には、このような超音波診
断プローブを備える超音波診断システムが含まれる。
【０００９】
　本発明の他の主要な特徴及び利点は、以下の図面、詳細な説明及び添付の請求の範囲の
検討により、当業者にとって明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本発明の例示的形態を、添付の図面を参照して以下に説明する。ここに、同一の要素は
、同一の符合によって示す。
【図１】図１は、作動周波数を選択するための手動スイッチを備える、一実施形態に係る
超音波診断プローブの外部側面図である。
【図２】図２は、図１に示す超音波診断プローブの先端部の第１の断面図である。
【図３】図３は、図２に示す超音波診断プローブの先端部の第２の断面図である。
【図４】図４は、一実施形態に係るプローブ回路の要素ダイヤグラムである。
【図５】図５は、図４に示すプローブ回路の出力の処理において実行される動作及び構成
を示すブロックダイヤグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　超音波診断は、超音波又は２０キロヘルツ（ｋＨｚ）を超える周波数の波の使用を意味
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する。ドップラー型の医療装置での使用において、音波は、プローブによって体内組織を
介して送信される。プローブは、表面にカップリングゲルを塗布されるのが一般的である
皮膚上に直接配置される。異なる体内組織及び血液により、音波が「エコー」として反射
される。このエコーの一部がプローブに返り、処理されて、ドップラーシフト周波数が検
出される。その結果が、出力媒体に送信される。
【００１２】
　図１を参照すると、作動周波数が手動によって選択可能である、本発明の一実施形態に
係る超音波診断プローブ２０の側面図が示されている。超音波診断プローブ２０は、ハウ
ジング２２、プローブネック２４及びプローブチップ２６を備えている。ハウジング２２
は、超音波診断プローブ２０を動作させるための電子素子を収容しており、使用者の手に
把持される。ハウジング２２は、異なる用途に適合させるために異なる寸法及び形状を持
たせることができ、電子素子の寸法及び配置に応じた変更を施すことも可能である。プロ
ーブネック２４は、ハウジング２２をプローブチップ２６に接続しており、略テーパ状に
形成された外面を有している。プローブネック２４の寸法及び形状は、ハウジング２２と
プローブチップ２６との間の相対的な寸法及び形状に応じて変更することができる。プロ
ーブチップ２６は、それぞれが異なる超音波周波数のパルスエネルギーを発信及び受信す
る複数の要素を収容している。一実施形態では、各要素は、圧電水晶である。プローブネ
ック２４は、プローブチップ２６内の要素をハウジング２２内の電子素子に接続する電気
ワイヤを収容している。超音波診断プローブ２０には、異なる又は追加の要素を設けるこ
とができる。例えば、超音波診断プローブ２０には、１又はそれ以上の電源、多様なコネ
クタ、ディスプレイ、プリンタ又はスピーカ等を設けてよい。或いは、超音波診断プロー
ブ２０は、追加の要素、及び任意に、上記の電子素子を収容した別個の装置と接続させる
こともできる。
【００１３】
　ハウジング２２は、周波数選択インターフェース３０を有している。周波数選択インタ
ーフェース３０は、ハウジング２０のどの側面に設けられてもよく、手動スイッチ３２、
第１のインジケータ３４及び第２のインジケータ３６を備えている。手動スイッチ３２は
、現在又は将来において当業者に知られるいかなる形式のスイッチであってもよい。手動
スイッチ３２は、超音波診断プローブ２０の作動周波数（又は起動する要素）を使用者が
選択するための機構を提供する。一実施形態では、第１のインジケータ３４は、発光ダイ
オード（ＬＥＤ）であり、スイッチが第１の周波数３７によって示される要素を選択した
場合にオン状態となる。一実施形態では、第２のインジケータ３６は、発光ダイオード（
ＬＥＤ）であり、スイッチが第２の周波数３８によって示される要素を選択した場合にオ
ン状態となる。現在又は将来の当業者に知られるように、超音波診断プローブ２０では、
周波数選択子の表示を他の方法によって実現することも可能である。手動スイッチ３２及
びインジケータは、使用者が特有の共振周波数を有する複数の要素から選択するための手
段を提供する。追加の手動セレクタには、３又はそれ以上の要素からの選択を可能とする
ものが含まれる。例えば、３又はそれ以上の要素からの選択のため、手動セレクタとして
ダイヤル式又はスライド式のスイッチを採用することができる。周波数選択インターフェ
ース３０は、このプローブに接続された独立の装置に設けてもよい。
【００１４】
　図２を参照すると、プローブチップ２６の断面が、図１の２－２軸に沿って示されてい
る。プローブチップ２６は、互いに隣り合わせて配置された第１の要素４０及び第２の要
素４２を有している。プローブチップ２６には、追加の要素が設けられてもよい。第１の
要素４０及び第２の要素４２は、半円形状をなしている。異なる形状を採用して、要素に
よって発信されるエネルギーの分配を変化させる効果を得ることもできる。図３を参照す
ると、プローブチップ２６の断面が、図２の３－３軸に沿って示されている。第１の電気
ワイヤ４４により、第１の要素４０が、ハウジング２２に収められた電子素子と接続され
ている。第２の電気ワイヤ４６により、第２の要素４２が、ハウジング２２に収められた
電子素子と接続されている。
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【００１５】
　第１の要素４０及び第２の要素４２は、超音波パルスを生成する圧電材料を含んでいる
。第１の要素４０及び第２の要素４２は、超音波パルスの生成と、目標とする対象から要
素に向けて反射したエネルギーによって形成されるエコーの受信との双方に用いられる。
ここで、圧電材料に電圧がかけられると、その寸法に電圧の極性に応じた変化が生じる。
要素の共振周波数に近い交流電圧により、超音波圧力波が生成される。これとは反対に、
反射した圧力波が圧電材料に衝突すると、圧電材料に機械的な変形が生じ、電圧が発生す
る。圧電材料には、水晶（クォーツ）、セラミック又はポリマー等、天然又は合成の材料
を用いることができる。圧電材料は、多くの異なる形状及び寸法で作成することが可能で
ある。
【００１６】
　圧電材料は、一般的には、狭く限られた範囲内の周波数で共振を生じる。共振周波数又
はその近傍で抑制されていない（ｄａｍｐｅｄ）要素を動作させるのが最も効率的であり
、よって、要求される作動電力が最も低くてすむ。第１の要素４０及び第２の要素４２は
、臨床上の要請に応じて使用者によって選択される、別個の共振周波数を有する。第１の
要素４０及び第２の要素４２には、超音波スペクトルに属するいかなる共振周波数の対（
組）を組み合わせてもよい。一実施形態では、使用する超音波スペクトルは、約２メガヘ
ルツ（ＭＨｚ）から約１０ＭＨｚにまで波及する。第１の実施例では、第１の要素４０が
約５ＭＨｚの共振周波数を有する一方、第２の要素４２は、約８ＭＨｚの共振周波数を有
する。第２の実施例では、第１の要素４０が約２ＭＨｚの共振周波数を有する一方、第２
の要素４２は、約３ＭＨｚの共振周波数を有する。共振周波数は、特定の形態毎に変わり
得るものである。例えば、２ＭＨｚに代えて、共振周波数が２．２５ＭＨｚとなる場合も
ある。
【００１７】
　超音波エネルギーの送信及び受信の双方について同一の要素を使用するため、準連続的
な（ｑｕａｓｉ－ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ）又は長パルスモードでの作動が採用される。送
信信号のゲート操作（ゲートオン及びオフ）は、５０パーセントのデューティサイクルで
なされる。操作及び設計の簡素さのため、受信信号についてのゲート操作はなされず、よ
って、全ての組織深度からの戻りエネルギーが処理の対象とされる。送信信号のパルス反
復周波数（ＰＲＦ）は、要求される作動深度によって決定される。エネルギーの発信及び
受信が同一の要素によってなされるので、送信時間は、目標とする対象の見込みの深さ（
及び反射波が要素に返るまでの遅延時間）に応じて調整されなければならず、その結果と
して、選択された周波数に応じた採用可能なパルス反復比又は周波数（ＰＲＦｓ）の範囲
が決定される。約２ＭＨｚから約１０ＭＨｚまでの周波数域を使用した場合は、一例とし
てのＰＲＦの範囲は、約５ｋＨｚから約１２５ｋＨｚにまで及ぶ。約５ＭＨｚから約８Ｍ
Ｈｚまでの周波数域を使用した場合は、一例としてのＰＲＦの範囲は、約６２ｋＨｚから
約６３ｋＨｚにまで及ぶ。約５ＭＨｚから約８ＭＨｚまでの周波数域を使用した場合の好
ましいＰＲＦは、６２．５ｋＨｚである。約２ＭＨｚから約３ＭＨｚまでの周波数域を使
用すると、ＰＲＦの範囲は、例えば、約５ｋＨｚから約６ｋＨｚにまで及ぶ。約２ＭＨｚ
から約３ＭＨｚまでの周波数域を使用した場合の好ましいＰＲＦは、５．３ｋＨｚである
。
【００１８】
　他の実施形態では、プローブチップ２６のうち、第１の要素４０及び／又は第２の要素
４２の前面にレンズを設け、各要素から発信されたエネルギーの焦点を合わせ又はぼかす
ことができる。例えば、プラスチック材料からなるレンズを第１の要素４０及び／又は第
２の要素４２の前面に配置して、発信エネルギーのビームを狭めることで、目標とする血
管の位置を定め易くすることができる。加えて、プローブチップ２６のうち、第１の要素
４０及び第２の要素４２の前面に単層又は複層の波長板を配置して、プローブ及び組織の
インターフェースにおける音響インピーダンスの不適合を低減することができる。使用に
際し、第１の要素４０及び第２の要素４２は、解析対象である媒体の表面に塗布されたゲ
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ル等のカップリング媒体を通じて発信する。例えば、患者の皮膚にゲルを塗布し、プロー
ブチップ２６をこのゲル上に配置する。
【００１９】
　図４を参照すると、一実施形態に係る電子素子５０が示されている。電子素子５０は、
電子スイッチ５２、第１要素側の回路５５、第２要素側の回路５７、フィルタ８４及び出
力部９０を有している。電子スイッチ５２の設定は、手動スイッチ３２により、第１の位
置５４及び第２の位置５６の間で制御される。第１の位置５４で第１要素側の回路５５が
選択され、第２の位置５６で第２要素側の回路５７が選択される。図４に示す例示的形態
において、電子スイッチ５２は、第１要素側の回路５５及び第２要素側の回路５７のうち
、一方の回路のみを起動させ、他方の回路５５，５７を休止させる。第１要素側の回路５
５は、第１のオシレート回路６０、第１の送信アンプ６４、第１の要素４０、第１の受信
回路７２、第１のミキサー７６及び第１のアンプ８０を備えている。第２要素側の回路５
７は、第２のオシレート回路６２、第２の送信アンプ６６、第２の要素４２、第２の受信
回路７４、第２のミキサー７８及び第２のアンプ８２を備えている。
【００２０】
　第１のオシレート回路６０及び第２のオシレート回路６２は、予め設定されたＰＲＦ及
び中心周波数のもとで一連のパルスを生成する。この中心周波数は、各要素４０，４２の
共振周波数と略一致する。第１の送信アンプ６４及び第２の送信アンプ６６は、第１のオ
シレート回路６０及び第２のオシレート回路６２の高周波オシレート出力を夫々増幅させ
、受信時の高インピーダンスを形成する一方、第１の要素４０及び第２の要素４２に対し
て高周波電圧を夫々供給する。この高周波電圧は、第１の要素４０又は第２の要素４２に
よって超音波に変換され、対象に向けて発信される。例えば、この超音波エネルギーは、
血管又は心臓に向けて発信される。
【００２１】
　反射した超音波は、その一部が第１の要素４０又は第２の要素４２によって受信され、
第１の受信回路７２及び第２の受信回路７４に入力される電気信号に夫々変換される。第
１の受信回路７２及び第２の受信回路７４は、電気的な適合（ｍａｔｃｈｉｎｇ）、制限
（ｌｉｍｉｔｉｎｇ）及び信号ゲインを提供する。反射信号のドップラーシフトは、第１
のミキサー７６及び／又は第２のミキサー７８を用いて検出される。第１のミキサー７６
及び第２のミキサー７８では、各受信信号が第１のオシレート回路６０及び第２のオシレ
ート回路６２の高周波入力信号と夫々電気的に混合される。２つの音波を混合することに
より、次の４つの周波数要素が得られる。１）送信信号の周波数、２）反射信号の周波数
、３）２つの信号の合算周波数、及び４）２つの信号の差分周波数である。この差分信号
には、目標である対象の相対速度に比例するドップラーシフト周波数が含まれる。図４に
示す例示的形態では、電気スイッチ５２により、使用されていない要素側の回路からのノ
イズが最小限に抑えられるように、第１のミキサー７６か第２のミキサー７８かが選択さ
れる。第１のアンプ８０及び第２のアンプ８２は、要求に応じたミキサー出力のバッファ
及びスケール機能を有している。フィルタ８４は、パルスモード動作の結果として生成さ
れる高周波側の要素を除去するローパスフィルタと、低周波ノイズ及び低周波ドップラー
要素を除去するハイパスフィルタとを備えている。他の実施形態では、バンドパスフィル
タを用いてもよい。出力部９０は、フィルタリング後の作動信号を受信する。
【００２２】
　図５を参照すると、フィルタリング後の信号は、超音波診断プローブ２０から多様な態
様で出力することが可能である。これらの多様な態様の幾つか又は全ては、超音波診断プ
ローブ２０のハウジング２２内で実現することができる。或いは、超音波診断プローブ２
０は、幾つか又は全ての態様の出力媒体を有する独立の装置と接続してもよい。例えば、
超音波診断プローブ２０を、独立の装置に対し、多様な有線又は無線の媒体を用いて接続
する。出力部の構成には、これに限られるものではないが、スピーカ９４、ヘッドホン９
６、プリンタ１０４、ディスプレイ１０６及びメモリー１０２が含まれる。出力信号は、
音響アンプ９２に出力され、その出力がスピーカ９４及び／又はヘッドホン９６に供給さ
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に出力され、そのデジタル出力データがプロセサ１００に供給される。プロセサ１００は
、実時間バッファリング及び信号処理を実施し、使用者との通信を管理し及び指示を実行
する。
【００２３】
　プロセサ１００は、１又はそれ以上のプログラム言語、スクリプト言語及びアセンブリ
言語等を用いて作成された指示を実行する。この指示は、特定用途のコンピュータ、論理
回路又はハードウェア回路によって実行することが可能である。従って、プロセサ１００
は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はこれらの方法のあらゆる組み合わ
せによって実現することが可能である。この「実行」という用語は、アプリケーションを
実行する処理を行うこと又は指示によって呼び出される動作を実行することをいう。プロ
セサ１００からの出力データは、プリンタ１０４、ディスプレイ１０６及び／又はメモリ
ー１０２に供給される。ディスプレイ１０６に表示され、プリンタ１０４に記録され及び
メモリー１０２に記憶される情報は、現在又は将来の当業者に知られる多様な態様をとり
得る。
【００２４】
　例えば、サンプルボリューム内の全ての血球が同一の速度で移動しているわけではない
ので、ある範囲又はスペクトルのドップラーシフト周波数が超音波診断プローブ２０に向
けて反射する。従って、超音波診断プローブ２０で受信される信号を処理することで、心
拍の期間に亘って変化してディスプレイ上に拍から拍への流れパターンを表示させる、血
流の速度プロフィールを導き出すことができる。色彩コーディングを用いて、特定の速度
範囲内で流れる血球の割合を示すことも可能である。訓練を受けた観察者であれば、ビデ
オ画面上に表示された情報を用いて、被検者個人の血管内の特定の位置における血流の性
状を判定することができ、そのような血流の異常、例えば、閉塞若しくは制限の存在の可
能性、即ち動脈中の塞栓を検出することができる。
【００２５】
　当業者に知られるように、電気スイッチ５２は、要素の電子素子５０内の異なる位置に
配置することが可能である。例えば、双方要素側の回路５５，５７によって同時に送信及
び受信するとともに、いずれの要素側の回路によって出力部９０を駆動するかを、電子ス
イッチ５２によって選択してもよい。この変形例では、各要素側の回路は、別個のフィル
タ８４を備え、出力部９０に接続させる出力ラインを切り換えるだけである。
【００２６】
　本発明の例示的形態に関する以上の説明は、例示及び説明の目的をもって提示したもの
である。他の形態を排斥したり、本発明を開示の具体的態様に限定することを意図したも
のではない。修正及び変更は、上記の教示を考慮することによって可能であるとともに、
本発明の実施から得ることもできる。更なる回路及び／又は指示を追加して信号の質を改
善したり、集積チップを用いて複数又は全ての機能を一緒に実行してもよい。以上の実施
例は、本発明の根幹を説明するため、当業者が本発明を様々な態様で、考慮される特定の
使用に適する様々な変更を伴って利用し得るようにするための本発明の実際的な適用例と
して選択し、記載したものである。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲及びそれらの
均等物によって規定されるべきものである。
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